
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
係
る
一
般
旅
券
の
発
給
の
特
例
に
関
す
る
法
律
を
廃
止
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
係
る
一
般
旅
券
の
発
給
の
特
例
に
関
す
る
法
律
を
廃
止
す
る
。

第
二

附
則

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
を
公
布
日
と
す
る
。
（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
。
（
附
則
第
二
項
関
係
）


